
墨田区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改   正   案 現       行 
別表１ 

 

 

 

 

職 名 給 料 月 額 

区 長 １，１２９，０００円 

副区長 ９１１，０００円 

別表１ 

 

 

 

 

職 名 給 料 月 額 

区 長 １，１３２，０００円 

副区長 ９１３，０００円 

   付 則 
 この条例は、平成２５年１月１日から施行する。 

企 画 総 務 委 員 会 
平成２４年１２月１１日 


